
平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

Ⅰ．平成26年～29年の対応方針において、平成30年（度）中に「結論を得
る」等とされたもの
※前回会議（平成30年９月５日）までに結論を報告したものを除く。

○平成26年対応方針

No. 事項 関係府省 26年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

１

地域産業資源活用事
業計画の認定権限等
の都道府県への移譲
（中小企業による地域
産業資源を活用した事
業活動の促進に関する
法律）

経済産業省

地域産業資源活用事業計画の認定
（６条１項）については、国と都道府
県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された地
域産業資源活用事業計画に係る情報提
供を、原則として経済産業局に事前相
談があった段階で行うとともに、各経
済産業局が設置している評価委員会に
関係都道府県が構成員として参画し、
認定の判断に主体的に関与できること
などを、平成26年度中に通知する。そ
の上で、都道府県への権限移譲につい
ては、平成29年度までの法施行状況を
検証し、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

【30年対応方針案】
地域産業資源活用事業計画の認定（６条

１項）に係る事務・権限については、都道
府県等の意見を踏まえつつ、実施主体や国
の関与等の在り方を含めた的確な執行の在
り方について検討し、2018年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

（1）国から地方公共団体への事務・権限の移譲等
① 産業振興

資料４
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平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

No. 事項 関係府省 26年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

２

町村の都市計画の決
定に関する都道府県
の同意の廃止
（都市計画法）

国土交通省

町村の都市計画の決定又は変更に
係る都道府県知事への同意を要する
協議（19条３項（21条２項で準用す
る場合を含む。））については、制
度の運用実態等を調査し、その結果
等を踏まえて検討し、平成27年中に
結論を得る。

＜27年対応方針＞
町村の都市計画の決定又は変更に

係る都道府県知事への同意を要する
協議（19条３項（21条２項で準用す
る場合を含む。））については、運
用指針で定められた協議に当たって
の留意事項の定着状況を踏まえ、都
道府県知事同意について、平成30年
までに、町村の自主性を尊重する観
点に留意し、廃止を含め、結論を得
る。

【30年対応方針案】
町村の都市計画の決定又は変更に係る都道

府県知事への同意を要する協議（19条３項
（21条２項で準用する場合を含む。））につ
いては、運用指針で定められた協議に当たっ
ての留意事項を、都道府県が市町村と調整の
上定める協議ルールに位置付ける取組を更に
進め、その定着状況を確認の上、2019年度を
目途に必要な措置を講じ、同意を廃止する。

（２） 義務付け・枠付けの見直し等

① 土地利用（農地除く）
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平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

① 産業振興
（１）国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

３

事業協同組合等の設立
認可等に関する事務の
都道府県への権限移譲
（中小企業等協同組合法
及び中小企業団体の組織
に関する法律）

経済産業省
国土交通省

【経済産業省】
事業協同組合等に係る認可等の事務・権

限（二以上の都道府県の区域にわたる事業
協同組合等であって地方経済産業局の所管
に係るものに関する事務・権限に限る。）
については、都道府県に移譲する方向で、
移譲後も実効性のある監督体制が整備でき
るか確認しつつ、関係する都道府県が連携
する仕組みを整備すること等について検討
し、平成30年中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

【国土交通省】
事業協同組合等に係る認可等の事務・権

限（二以上の都道府県の区域にわたる事業
協同組合等であって地方運輸局又は地方整
備局の所管に係るものに関する事務・権限
に限る。）については、関係する都道府県
が連携する仕組みを整備することにより実
効性のある監督体制が整備できるか確認し
つつ、都道府県に移譲することについて検
討し、平成30年中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
【経済産業省】
・中小企業等協同組合法（昭24法181）

特定共済組合及び特定共済組合連合会等（全国を
地区とするものを除く。）の経営の健全性を判断す
るための基準の策定（58条の４）並びに施行令33条
２号に基づき経済産業局長へ委任している事業協同
組合等の認可等に係る事務・権限については、政令
を改正し、都道府県に2020年中に移譲する。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲
後の措置については、別紙を基本とする。

・中小企業団体の組織に関する法律（昭32法185）
施行令12条に基づき経済産業局長へ委任している

協業組合等の認可等に係る事務・権限については、
政令を改正し、都道府県に2020年中に移譲する。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲
後の措置については、別紙を基本とする。

【国土交通省】
以下の点を置き換えて上記と同様に記載。

・「施行令33条２号」を「施行令33条３号」に置き
換え

・「経済産業局長」を「地方整備局長又は地方運輸
局長」に置き換え

○平成28年対応方針
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No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

４

放課後児童支援員
認定資格研修の受
講科目等見直し
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後児童支援員認定資格研修（放課後
児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準（平26厚生労働省令63）10条３項。以下
「認定資格研修」という。）の実施等につい
ては、以下のとおりとする。
・受講科目及び経過措置の在り方については、
同省令に係る平成31年度までの経過措置期
間（同省令附則２条）を踏まえ、認定資格
研修及び子育て支援員研修の実施状況に係
る調査を行った上で、平成30年度までに結
論を得る方向で検討する。その結果に基づ
いて平成31年度までに必要な措置を講ずる。

＜29年対応方針＞
上記のほか、当該事業の実施については、

以下のとおりとする。
・認定資格研修の経過措置については、当該
研修の受講状況を踏まえ、経過措置期間終
了後も継続した放課後児童クラブの実施体
制が維持されることを念頭に、今後経過措
置期間をどのように扱うかを含め検討を行
い、平成30年度中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
放課後児童健全育成事業（６条の

３第２項及び子ども・子育て支援法
（平24法65）59条５号）に従事する
者及びその員数（34条の８の２第２
項）に係る「従うべき基準」につい
ては、現行の基準の内容を「参酌す
べき基準」とする。

なお、施行後３年を目途として、
その施行の状況を勘案し、放課後児
童健全育成事業の質の確保の観点か
ら検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

① 医療・福祉

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（２） 義務付け・枠付けの見直し等



No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

５

放課後児童支援員
研修の受講要件の
緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後児童支援員認定資格研修（放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働省令
63）10条３項。以下「認定資格研修」という。）の実施
等については、以下のとおりとする。
・子育て支援員研修修了者が認定資格研修の受講に必要

とされる実務経験の短期化については、認定資格研修
及び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を行った
上で、平成30年度までに結論を得る方向で検討する。
その結果に基づいて平成31年度までに必要な措置を講
ずる。

＜29年対応方針＞
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下の

とおりとする。
・子育て支援員研修（放課後児童コース）修了者が放課

後児童支援員認定資格研修（同省令10条３項。以下こ
の事項において「認定資格研修」という。）の受講に
必要とされる実務経験については、平成30年度中に結
論を得る方向で検討する。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

・認定資格研修の受講科目については、認定資格研修及
び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を踏まえ、
子育て支援員研修（放課後児童コース）修了者及び児
童厚生員研修修了者について重複する科目を一部免除
することについて検討し、平成30年度中に結論を得る
方向で検討する。その結果に基づいて平成31年度まで
に必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
放課後児童健全育成事業（６

条の３第２項及び子ども・子育
て支援法（平24法65）59条５
号）に従事する者及びその員数
（34条の８の２第２項）に係る
「従うべき基準」については、
現行の基準の内容を「参酌すべ
き基準」とする。

なお、施行後３年を目途とし
て、その施行の状況を勘案し、
放課後児童健全育成事業の質の
確保の観点から検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉



No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

６

指定管理鳥獣捕獲等事
業に係る実包の譲り受
けの許可の廃止
（火薬類取締法）

警察庁
経済産業省
環境省

火薬類の譲受の許可（17条）につ
いては、鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律（平14法
88）14条の２に基づく指定管理鳥獣
捕獲等事業における火薬類の管理状
況等の実態調査を行った上で、装薬
銃を用いて当該事業を行う捕獲従事
者に係る実包の譲受の規制の在り方
について検討し、平成30年中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

【30年対応方針案】
（ⅰ）火薬類の譲受けの許可（17条）
については、都道府県の指導の下、認
定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣の保護及び
管理並びに狩猟の適正化に関する法律
（平14法88）18条の２）等による実包
の十分な管理体制が確保されることを
前提に、捕獲従事者が装薬銃を用いて
指定管理鳥獣捕獲等事業（同法14条の
２）を行う場合には、当該従事者が火
薬類を譲り受ける際の許可を、一定数
量に限り不要とする。

（ⅱ）指定管理鳥獣捕獲等事業交付金
を受けて指定管理鳥獣捕獲等事業を実
施する場合の事業費の運用及び管理方
法については、事業の円滑な実施に資
するよう、同交付金の対象に火薬類の
譲受けに係る経費が含まれることを、
都道府県に2018年度から毎年度情報提
供等を行う。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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② 産業振興



平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

① 産業振興
（１）国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

７

経営革新等支援機関に
係る関係機関の連携強
化の仕組みの構築
（中小企業等経営強化
法）

金融庁
経済産業省

認定経営革新等支援機関（21条）につい
ては、国、都道府県及び認定経営革新等支
援機関間の連携強化を図るため、中小企業
支援施策や認定経営革新等支援機関制度を
活用した優良な支援事例等を意見交換する
仕組みの構築について検討し、平成30年度
中に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

平成31年１～２月に都道府県
との検討会を予定しており、そ
の結果も踏まえ平成30年度中に
結論を得る。

○平成29年対応方針
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No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

８
国定公園の公園計画変更
に係る手続の見直し
（自然公園法）

環境省

国定公園に関する公園計画の変更
（８条２項）については、公園計画に
基づく事業に係る既存施設の業態を変
更する際に、都道府県による機動的な
対応ができない場合があるという問題
を踏まえ、全国の国定公園の事例や、
都道府県の意見等を踏まえつつ、施行
令１条各号の同一の号に定められてい
る施設間の業態変更の場合に公園計画
の変更を不要にすることの可能性など
も含めて、公園事業となる施設の種類
を公園計画においてどのように扱うか
について検討し、平成30年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

自然公園法施行令１条各号の同一の
号に定められている施設間の業態変更
に係る実情や意見等について、国定公
園が立地する都道府県に対して平成30
年５月に意見照会を実施した。

照会の結果、提案団体特有の事例で
あったことが判明したことから、制度
全体に波及するような要領の改正等は
実施せず、個別案件への対応として、
提案団体との調整を図ることにより解
決を図っていく。

② 環境・衛生

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（２）都道府県から市町村への事務・権限の移譲等
① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

９

介護サービス事業者の
業務管理体制の整備に
関する届出受理等事務
の都道府県から中核市
への移譲
（介護保険法）

厚生労働省

指定居宅サービス事業者、指定地
域密着型サービス事業者、指定居宅
介護支援事業者、指定介護予防サー
ビス事業者、指定地域密着型介護予
防サービス事業者及び指定介護予防
支援事業者並びに指定介護老人福祉
施設及び介護老人保健施設の設置者
の業務管理体制の整備に関する事項
の届出の受理等（115条の32から115
条の34）に係る事務・権限について
は、条例による事務処理特例制度
（地方自治法（昭22法67）252条の17
の２第１項）により中核市に権限を
移譲することが可能であることを、
地方公共団体に平成29年度中に周知
する。また、当該権限を中核市に移
譲することの必要性については、同
制度の運用状況や中核市の意見等を
踏まえつつ検討し、平成30年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者、指定介護予防サービス事
業者及び指定介護予防支援事業者並びに
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施
設及び介護医療院の開設者の業務管理体
制の整備に関する事項の届出の受理等
（115条の32から115条の34）に係る事
務・権限については、中核市に移譲する。
【Ｐ】

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、
案文を記載

10

指定難病・小
児慢性特定疾
病医療費申請
における申請
者の負担軽減
（行政手続に
おける特定の
個人を識別す
るための番号
の利用等に関
する法律）

内閣官房
内閣府
総務省
厚生労働省

（ⅰ）児童福祉法（昭22法164）による小児慢性特定疾病医療費の
支給に関する事務（別表２の９）については、当該事務を処理
するために必要な特定個人情報に、医療保険給付関係情報を追
加することとし、その旨を地方公共団体に周知する。
また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当た

り必要な情報のうち、児童福祉法施行規則（昭23厚生省令11）
７条の５に規定する給付であって、情報連携の対象となってい
ない給付（船員保険法（昭14法73）による障害年金及び障害手
当金、労働者災害補償保険法（昭22法50）による障害補償給付
及び障害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づ
く障害補償）に係る情報について、地方公共団体における円滑
な事務処理に配慮しつつ、申請手続における申請者の負担を軽
減する方策について検討し、平成30年中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅱ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26法50）によ
る特定医療費の支給に関する事務（別表２の119）については、
当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、医療保険給
付関係情報を追加することとし、その旨を地方公共団体に周知
する。
また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当た

り必要な情報のうち、難病の患者に対する医療等に関する法律
施行規則（平26厚生労働省令121）８条に規定する給付であって、
情報連携の対象となっていない給付（船員保険法（昭14法73）
による障害年金及び障害手当金、労働者災害補償保険法（昭22
法50）による障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員災害
補償法（昭26法191）に基づく障害補償）に係る情報について、
地方公共団体における円滑な事務処理に配慮しつつ、申請手続
における申請者の負担を軽減する方策について検討し、平成30
年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
（ⅰ）児童福祉法（昭22法164）による小児慢性特定

疾病医療費の支給に関する事務（別表２の９）に
おいて、個人の収入状況を把握するために必要な
情報のうち、児童福祉法施行規則（昭23厚生省令
11）７条の５に規定する給付であって、情報連携
の対象となっていない給付（船員保険法（昭14法
73）による障害年金及び障害手当金、労働者災害
補償保険法（昭22法50）による障害補償給付及び
障害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法
191）に基づく障害補償）に係る情報については、
地方公共団体が当該給付の申請に係る支給額の照
会を行う際の様式を定めたり、照会先の整理をす
ることにより、申請手続を簡素化し、地方公共団
体に2018年中に通知する。
［措置済み（平成30年８月１日付け厚生労働省健康
局難病対策課長通知）］

（ⅱ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26
法50）による特定医療費の支給に関する事務（別
表２の119）において、個人の収入状況を把握する
ために必要な情報のうち、難病の患者に対する医
療等に関する法律施行規則（平26厚生労働省令
121）８条に規定する給付であって、情報連携の対
象となっていない給付（船員保険法（昭14法73）
による障害年金及び障害手当金、労働者災害補償
保険法（昭22法50）による障害補償給付及び障害
給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に
基づく障害補償）に係る情報については、地方公
共団体が当該給付の申請に係る支給額の照会を行
う際の様式を定めたり、照会先の整理をすること
により、申請手続を簡素化し、地方公共団体に
2018年中に通知する。
［措置済み（平成30年８月１日付け厚生労働省健康
局難病対策課長通知）］

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（３） 義務付け・枠付けの見直し等



No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

11
児童手当における学校給食
費の徴収権限の強化
（学校給食法、児童手当法）

内閣府
文部科学省

学校給食費（11条２項）の徴
収に係る地方公共団体の権限に
ついては、地方公共団体による
学校給食費の強制徴収を可能と
する方向で検討し、平成30年中
に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

学校給食費を強制徴収可能な公債権とす
ることについて、法制的な検討を行ってき
た。また、学校給食費の徴収状況について、
全国的な傾向を把握するための調査を実施。
さらに、公会計化や徴収・管理業務の実

状把握のため、調査研究を進めている。
引き続き、法改正等の対応の方向性につ

いて結論を得るべく、検討を行う。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

12

幼保連携型認定こども園
の人員配置基準の緩和
（就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

幼保連携型認定こども園におけ
る保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園の学級の編制、職
員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生
労働省令１）５条３項）等に係る
子どもの年齢の基準日を年度途中
に変更し、保育教諭等の配置基準
が変わる場合の影響等については、
園児の発達や環境への順応といっ
た観点も踏まえながら、平成30年
度中に地方公共団体・認定こども
園等に調査を行い、その結果に基
づき必要な対応を検討し、結論を
得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

平成30年度中に、幼保連携型認定こども
園における保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園における保育教諭の配置基
準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労
働省厚生省令第１号）第５条第３項）に係
る子どもの年齢の基準日を年度途中に変更
し、保育教諭等の配置基準が変わる場合の
影響等について、各自治体に対し調査を実
施する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

13

施設型給付費等の算定方
法に係る事務（管外受委
託児童に係る請求及び支
払事務）の簡素化
（就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

施設型給付費等の算定方法につ
いては、事業者及び地方公共団体
の事務負担の軽減の観点から、以
下のとおりとする。
・広域利用時における請求事務等
の取扱いについては、実態調査
等を行った上で、制度運用の在
り方について検討し、平成30年
度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

広域利用時における請求事務等の取扱
いについて、実態調査等を行った。引き
続き実態調査等を行った上で、制度運用
の在り方について検討し、平成30年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

13



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

14

放課後児童クラブと放課
後子供教室を一体実施す
る際の職員配置基準の緩
和
（児童福祉法）

文部科学省
厚生労働省

「放課後子ども総合プラン」
（平26文部科学省生涯学習政策局、
文部科学省大臣官房文教施設企画
部、文部科学省初等中等教育局、
厚生労働省雇用均等・児童家庭
局）に基づく、放課後子供教室と
一体型の放課後児童クラブの実施
については、地域の実情を踏まえ
た運用ができるよう、児童の数が
20名未満の場合における人員配置
の考え方を検討し、平成30年度中
に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
放課後児童健全育成事業（６条の３第

２項及び子ども・子育て支援法（平24法
65）59条５号）に従事する者及びその員
数（34条の８の２第２項）に係る「従う
べき基準」については、現行の基準の内
容を「参酌すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その

施行の状況を勘案し、放課後児童健全育
成事業の質の確保の観点から検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

15

公費負担医療における
特例的な自己負担上限
額の算定式の廃止
（健康保険法）

厚生労働省

公費負担医療における高額療養費の算
定については、地方公共団体や保険者の
事務負担や財政への影響を踏まえつつ、
その見直しの必要性について検討し、平
成30年中を目途に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
公費負担医療における高額療養費の算

定については、難病の患者に対する医療
等に関する法律（平26法50）附則２条に
基づき、同法施行後５年以内を目途とし
て行われる検討の結果や、地方公共団体
及び保険者の事務負担や財政への影響を
踏まえつつ、その見直しの必要性につい
て検討し、結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

16
保育所の人員配置基準
の緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

保育所における保育士の配置基準（児
童福祉施設の設備及び運営に関する基準
（昭23厚生省令63）33条）に係る子ども
の年齢の基準日を年度途中に変更し、保
育士の配置基準が変わる場合の影響等に
ついては、児童の発達や環境への順応と
いった観点も踏まえながら、平成30年度
中に地方公共団体・保育所等に調査を行
い、その結果に基づき必要な対応を検討
し、結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

平成30年度中に、保育所における保育
士の配置基準（児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準（昭23厚生省令63）33
条）に係る子どもの年齢の基準日を年度
途中に変更し、保育士の配置基準が変わ
る場合の影響等について、各自治体に対
し調査を実施する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

17

放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準に係る
「従うべき基準」の
廃止又は参酌化
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後児童健全育成事業（子ども・子
育て支援法（平24法65）59条５号及び児
童福祉法６条の３第２項）に従事する者
及びその員数（児童福祉法34条の８の２
第２項）に係る「従うべき基準」につい
ては、子どもの安全性の確保等一定の質
の担保をしつつ地域の実情等を踏まえた
柔軟な対応ができるよう、参酌化するこ
とについて、地方分権の議論の場におい
て検討し、平成30年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
放課後児童健全育成事業（６条の３第２

項及び子ども・子育て支援法（平24法65）
59条５号）に従事する者及びその員数（34
条の８の２第２項）に係る「従うべき基
準」については、現行の基準の内容を「参
酌すべき基準」とする。

なお、施行後３年を目途として、その施
行の状況を勘案し、放課後児童健全育成事
業の質の確保の観点から検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

18
放課後児童支援員の
配置数の緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後児童支援員（放課後児童健全育
成事業の設備及び運営に関する基準（平
26厚生労働省令63）10条１項）の員数に
ついては、登録児童数が少ない場合、地
域の人口が少ない場合又は学校との連携
が可能な場合等に対応できるように、地
方分権の議論の場において検討し、平成
30年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
放課後児童健全育成事業（６条の３第２

項及び子ども・子育て支援法（平24法65）
59条５号）に従事する者及びその員数（34
条の８の２第２項）に係る「従うべき基
準」については、現行の基準の内容を「参
酌すべき基準」とする。

なお、施行後３年を目途として、その施
行の状況を勘案し、放課後児童健全育成事
業の質の確保の観点から検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

17



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

19

児童厚生員に対する放
課後児童支援員の資格
要件の緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

認定資格研修の受講科目につい
ては、認定資格研修及び子育て支
援員研修の実施状況に係る調査を
踏まえ、子育て支援員研修(放課
後児童コース)修了者及び児童厚
生員研修修了者について重複する
科目を一部免除することについて
検討し、平成30年度中に結論を得
る方向で検討する。その結果に基
づいて平成31年度までに必要な措
置を講ずる。

【30年対応方針案】
放課後児童健全育成事業（６条の３第２

項及び子ども・子育て支援法（平24法65）
59条５号）に従事する者及びその員数（34
条の８の２第２項）に係る「従うべき基
準」については、現行の基準の内容を「参
酌すべき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施

行の状況を勘案し、放課後児童健全育成事
業の質の確保の観点から検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

20

子育て短期支援事業の
実施施設に関する規制
緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

子育て短期支援事業（６条の３
第３項）の実施施設については、
子育て短期支援事業の実施先とし
て、里親支援機関が委託する里親
（６条の４）を対象とすることも
含め、課題を整理しながら検討し、
平成30年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

検討すべき課題について整理中。
平成30年度中に、事業の見直しに向けた

検討を行い、結論を得る予定。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

21

精神医療審査会における
開催・議決要件の緩和
（精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律）

厚生労働省

精神医療審査会の開催・議決
については、地方公共団体の意
見を踏まえつつ、テレビ会議等
の活用を可能とすること等につ
いて検討し、平成30年中に結論
を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
精神医療審査会の開催・議決について

は、予備委員の確保等に関する取組事例
を、地方公共団体に2018年度中に周知す
る。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

22

児童扶養手当受給者が
公的年金給付金を遡及
受給した際の事務負担
の軽減
（児童扶養手当法）

厚生労働省

児童扶養手当の受給者が遡及して
年金を受給した場合における当該受
給者が受けた児童扶養手当の返還
（13条の２第２項）については、児
童扶養手当の支給機関が、速やかに
当該年金の受給情報を把握し児童扶
養手当の受給者に請求することがで
きるよう、児童扶養手当の支給機関
及び日本年金機構の事務負担も踏ま
えつつ、行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）に基づく情
報提供ネットワークシステムを使用
した円滑な情報共有の方策や、日本
年金機構から年金受給権者に対し児
童扶養手当を受給している場合は児
童扶養手当の返還が生じる可能性が
あることを周知することを含め、日
本年金機構及び児童扶養手当の支給
機関による周知活動の強化等につい
て検討し、平成30年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（平
25法27）に基づく情報提供ネットワーク
システムを使用した円滑な情報共有の方
策について関係機関との調整を含め、検
討を進めた。
また、日本年金機構及び児童扶養手当

の支給機関による周知活動の強化等につ
いては、年金の新規裁定時に送付する
リーフレットに周知内容を記載する、年
金事務所及び自治体の窓口に周知内容を
記載したチラシを設置する等の対応につ
いて検討している。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

23

介護福祉士試験における
介護福祉士確保方策の検
討
（社会福祉士及び介護福
祉士法）

厚生労働省

介護福祉士試験の実務経験
ルートについては、平成28年度
介護福祉士試験受験者数が減少
した要因を分析した上で介護福
祉士の量を確保する方策につい
て検討し、平成30年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講じる。

【30年対応方針案】
介護福祉士試験の実務経験ルートについ

ては、介護福祉士実務者研修受講者にとっ
て受講費用が負担であること及び介護施
設・事業所から職員へ介護福祉士実務者研
修受講資金貸付制度の更なる周知が必要で
あることを踏まえ、当該制度について地方
公共団体に2018年度中に周知する。

24
喀痰吸引等研修の見直し
（社会福祉士及び介護福
祉士法）

厚生労働省

喀痰吸引等研修の受講環境の
整備については、研修の実施状
況に係る調査を行った上で、そ
の結果を踏まえた適切な対応に
ついて検討し、平成30年度中に
結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
喀痰吸引等研修のうち、基本研修につい

ては、介護職員等がより受講しやすい環境
を整えるため、当該基本研修の実施主体の
事業所以外の場所への講師の派遣等により
実施可能であることを地方公共団体に2018
年度中に周知する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

25

市町村介護保険事
業計画の変更に係
る手続の簡素化
（介護保険法）

厚生労働省

市町村介護保険事業計画の変更（117条
９項、117条10項）に係る手続については、
市町村による当該手続の円滑化に向け、都
道府県が機動的かつ柔軟に対応するよう、
都道府県に平成29年度中に周知する。
また、指定都市及び中核市が介護保険施

設等に対する指定・認可権限を有している
ことを踏まえ、当該手続の在り方について
検討し、平成30年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

後段については、今年度中に市町村
介護保険事業計画の策定に関する実態
調査を行い、その結果を踏まえ結論を
得る予定である。

26

子育て援助活動支
援事業（ファミ
リー・サポート・
センター事業）の
登録人数要件の見
直し
（子ども・子育て支
援法）

厚生労働省

子ども・子育て支援交付金の交付事業の
うち、子育て援助活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業）（59条12
号及び児童福祉法（昭22法164）６条の３
第14項）の実施については、以下のとおり
とする。
・会員数要件については、当該事業全体の

実施状況に係る調査を実施し、50人未満
のほか、現在交付対象となっている会員
数50人以上の市町村も含め、会員数の区
分及び基準額について検討を行い、平成
30年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

会員数要件について、予算編成過程
において検討。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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② 教育・文化

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

27

公立博物館の所管を地
方公共団体の首長とす
ることの容認
（博物館法及び地方教育
行政の組織及び運営に関
する法律）

文部科学省

公立博物館については、
まちづくり行政、観光行政
等の他の行政分野との一体
的な取組をより一層推進す
るため、地方公共団体の判
断で条例により地方公共団
体の長が所管することを可
能とすることについて検討
し、平成30年中に結論を得
る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
公立社会教育施設については、社会教育の適切

な実施の確保に関する一定の担保措置を講じた上
で、地方公共団体の判断で条例により地方公共団
体の長が所管することを可能とする。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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② 教育・文化

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

28

特別支援教育就学奨励
事業等にかかる業務の
事務負担の軽減
（特別支援学校への就学
奨励に関する法律及び高
等学校等就学支援金の支
給に関する法律）

文部科学省

（ⅰ）特別支援学校への就学奨励
に関する法律
市町村が設置した特別支援学校

の児童生徒に係る特別支援教育就
学奨励費については、支弁に係る
事務負担の軽減策について検討し、
平成30年中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅱ）高等学校等就学支援金の支
給に関する法律
市町村が設置した高等学校等の

生徒に係る高等学校等就学支援金
については、支給に係る事務負担
の軽減策について検討し、平成30
年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
（ⅰ）特別支援教育就学奨励費の支弁に係
る事務については、都道府県教育委員会
等の事務負担の軽減を図るため、当該事
務手続に係る質疑応答集を作成し、都道
府県教育委員会等に2018年中に周知する。

（ⅱ）高等学校等就学支援金の支給に係る
事務については、都道府県教育委員会等
の事務負担の軽減を図るため、個人番号
を活用したシステムの運用を2019年度か
ら開始する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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③ 土木・建築

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

29

建設業法において国土
交通大臣に提出する許
可申請書その他の書類
の都道府県の経由事務
の廃止
（建設業法）

国土交通省

二以上の都道府県の区域にわた
る建設業の国土交通大臣に対する
許可申請等に係る都道府県経由事
務（44条の４）については、廃止
する方向で、地方公共団体及び事
業者の意見を聴きつつ、申請手続
の電子化に関する検討と併せて検
討し、平成30年中を目途に結論を
得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

【30年対応方針案】
二以上の都道府県の区域にわたる建設業

の国土交通大臣に対する許可申請等に係る
都道府県経由事務（44条の４）については、
廃止する。【Ｐ】

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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③ 土木・建築

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

30

土壌汚染のおそれがな
い土地の改変などに関
し、土壌汚染対策法第
４条第１項に基づく届
出義務の廃止
（土壌汚染対策法）

環境省

一定規模以上の土地の形質変更
に係る届出（４条１項）について
は、汚染のおそれがある土地を効
率的に調査する観点から、通常人
が踏み入らない保安林において行
われる治山工事や、環境影響調査
など既存の知見により汚染のない
ことが明らかで、一定の条件下で
届出時点においても汚染のおそれ
がないことが担保されている土地
の形質変更など、客観的に汚染の
おそれがないと判断できるものを
当該届出の対象外とすること、及
び既存の知見により汚染のないこ
とが明らかになっている場合など
都道府県等が汚染のおそれがない
と速やかに判断できるときは当該
都道府県等の判断で届出後30日を
待たずに工事着手を認めることに
ついて、都道府県等の実態把握や
意向調査を行った上で検討し、平
成30年中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
一定規模以上の土地の形質変更に係る届

出（４条１項）に関し、都道府県知事等が
土壌汚染状況調査に準じた方法により調査
した結果、基準不適合土壌が存在するおそ
れがない又は土壌の汚染状態が全ての特定
有害物質の種類について土壌溶出量基準及
び土壌含有量基準に適合するものと認めら
れるものとして、都道府県知事等が指定し
た土地において行われる土地の形質の変更
については、当該届出の対象外とするよう、
2018年度中に省令を改正する。
また、土壌の汚染のおそれがなく、調査

命令を発出しないと都道府県知事等が判断
した区域については、土地の形質の変更予
定日以前に形質変更に着手しても差し支え
ないことを明確化するため、都道府県等に
2018年度中に周知する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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③ 土木・建築

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

31

新技術等を活用した
橋梁点検を可能とす
るための点検手法の
緩和
（道路法）

国土交通省

地方公共団体による橋梁等の点検につい
ては、以下のとおりとする。
・橋梁等の点検を支援する新技術について

は、その開発を促進するとともに、活用可能
なものから随時現場への導入を図ることとし、
新技術を導入する際には、道路メンテナンス
会議等を通じて、当該技術に関する地方公共
団体への周知を図る。さらに、現在、導入を
検討しているものについては、早ければ平成
30年度からの現場導入を目指し、技術検証を
進める。
・橋梁等の点検に係る支援措置については、

引き続き、技術面（地方公共団体等の職員に
対する研修等）や財政面での支援を行うとと
もに、実施体制面での支援として、地域一括
発注の一層の活用促進を図る。
・点検の頻度（施行規則４条の５の５）を

含む定期点検の在り方については、平成26年
度から開始した５年に１度の定期点検の一巡
目の実施状況を踏まえ、平成29年中に専門家
の意見の聴取を開始し、国民の安全確保を前
提としつつ、地方公共団体が持続可能で、か
つ、実効性ある点検を実施することができる
よう、地方の意見も聴きながら早期に結論を
得るべく検討を進める。

【30年対応方針案】
地方公共団体による橋梁等の定期点

検の在り方については、専門家の意見
を聴取した上で、地方公共団体が持続
可能かつ実効性ある点検を実施するこ
とが可能となるよう、点検の効率化や
合理化を図り、2018年度中に定期点検
の見直しを行う。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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④ その他

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

32

国民健康保険事務にお
ける申請・届出等への
マイナンバーの記入の
見直し
（行政手続における特定
の個人を識別するための
番号の利用等に関する法
律）

内閣府
厚生労働省

国民健康保険法施行規則（昭33厚
生省令53）において、個人番号の記
載を義務付けている事務手続につい
ては、国民健康保険事務全体におけ
る個人番号を利用した事務処理に支
障がない限りにおいて、住民の負担
と地方公共団体の事務負担の軽減が
図られるよう、地方公共団体におけ
る運用実態等を踏まえ、個人番号の
記載の義務付けの要否について関係
府省が連携して検討し、平成30年中
に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
個人番号の記載を義務付けている以下

の被保険者証等の再交付申請手続につい
ては、2019年中に省令を改正し、個人番
号の提供を受ける場合と同等の本人確認
のための措置を講じた場合に限り、個人
番号の記載の省略を可能とする。
・国民健康保険法施行規則（昭33厚生省

令53）に規定する被保険者証(同令７条
１項)等

33

国勢調査情報の利用で
調査世帯一覧の複写を
可能とする
（統計法）

総務省

国勢調査（５条２項）の調査世帯
一覧については、必要最小限の範囲
で複写を可能とする方向で、地方公
共団体及び調査実施者からの現状把
握と意見聴取を行った上で、情報漏
えいリスクなどを考慮した具体的な
運用方法を検討し、平成30年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

【30年対応方針案】
国勢調査（５条２項）の調査世帯一覧

の閲覧申請に係る取扱いについては、必
要最小限の範囲で調査世帯一覧の複写が
可能であること及び具体的な運用方法を、
地方公共団体に2019年中に周知する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（１）義務付け・枠付けの見直し等
○平成28年対応方針

Ⅱ．平成26年～29年の対応方針において、平成29年（度）中に「結論を得
る」等とされたもの

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

30

※前回会議（平成30年９月５日）までに結論を報告したものを除く。

※平成26年、27年及び29年対応方針において、平成29年（度）中に「結論を得る」等とされたものは、全て
結論を報告済み。

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容

現在の対応状況の概要

※平成30年９月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

※30年対応方針案に記載するものは、案文を記載

34

マイナンバー制
度における療育
手帳関係情報、
外国人保護関係
情報の情報提供
ネットワークシ
ステムによる情
報照会の実施
（行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律）

内閣府
総務省
厚生労働省
国土交通省

地方公共団体が９条２項に基づき
実施する事務（独自利用事務）につ
いて、以下の措置を講ずる。
・療育手帳関係情報を情報連携の対
象とすることについては、提供側
の地方公共団体の意見も把握しつ
つ、現場の事務が混乱することの
ないよう、平成29年度中に療育手
帳に関する事務を独自利用事務と
して条例で定める地方公共団体が
増加するよう関係府省が連携して
働きかける。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

関係部局長会議(平成29年１月20日開催）及び関係主管
課長会議（平成29年３月８日、平成30年３月14日開催)に
おいて、療育手帳の交付事務を行う都道府県等に対して、
療育手帳関係情報の情報連携に向けて必要となる独自利
用事務条例の制定について依頼。

また、利用事務条例の制定等について、「療育手帳のマ

イナンバー制度における取扱いについて」（平成29年６
月５日付障害保健福祉部企画課長通知）、「療育手帳の
マイナンバー制度における取扱いについて」（平成30年
２月26日付障企発0226第１号）を都道府県等に対して発
出した。

さらに、「マイナンバー制度に関する国と地方公共団体の

推進連絡協議会」（平成29年６月14日開催）や指定都市市長
会事務局を経由して、利用事務条例の制定等に関する働き
かけを行った。

「療育手帳関係情報のマイナンバー利用に関するアン
ケートの実施について」（平成30年３月22日付事務連絡）によ

り、都道府県等に対して独自利用事務条例の制定状況に関
する調査を行ったところ、療育手帳の交付事務を行う67団体
のうち、12団体で条例が制定されている状況。
関係府省間で連携しながら、引き続き、地方公共団体に対

し働きかけを行う。

① その他
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